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令和７年度財政援助団体等監査の結果に関する報告の提出について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等（公の施設の指定管

理者）監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和７年度 財政援助団体等監査報告書 

 

令和７年度財政援助団体等監査の実施結果について、以下のとおり報告する。 

なお、監査の実施に当たっては、岩見沢市監査基準（令和 2年 3月 24日監査委員告示第 1 

 号）に準拠した。 

 

１ 監査の種類    

財政援助団体等（公の施設の指定管理者）監査 

   

２ 監査の対象  

  次に掲げる公の施設の指定管理者及びその所管部局を対象とした。 

No 施 設 名 
公の施設の 

指定管理者 
所管部局 監査の方法 

1 幌達布地区自治会館 
北村地区 

町会連絡協議会 
市民環境部 北村支所 書面監査 

2 岐阜地区集会所 
岐阜地域集落センター 

運営委員会 
市民環境部 栗沢支所 書面監査 

3 
公設道央地方卸売市

場 
株式会社 岩三 経済部 商工労政課 

書面監査 

管理状況調査 

 

３ 監査の着眼点 

全国都市監査委員会で定めた「監査等の着眼点」中、「第５節 財政援助団体等監査の着眼点

４ 公の施設の指定管理者監査」で示された事項を着眼点として監査を実施した。 

また、経済性・効率性・有効性（3E）の観点から事務事業の効率や効果等を検証した。 

 

４ 監査の実施内容 

(1) 監査の範囲 

   公の施設の指定管理者業務に係る指定管理者の選定・指定に関する事務、令和６年度にお 

ける公の施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務。 

(2) 監査の方法 

関係書類により、指定管理者の選定及び指定に関する事務、令和６年度における公の施設

の管理事務等を監査し、指定管理者に対しては、施設の帳簿書類等の書面監査及び施設の管

理状況について調査した。 

なお、疑義の生じた事項については、その都度担当職員に、指定管理者に対しては書面監

査及び現場実査において担当者に説明を求め実施した。 
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５ 監査の実施場所及び実施期間 

(1) 実施場所 

ア 岩見沢市役所監査委員室（No.1及び No.2） 

イ 岩見沢市役所監査委員室及び施設（No.3） 

（2） 実施期間  令和７年１２月１２日から令和８年２月２０日まで 

    

６ 監査の結果 

今回の監査は、前記５に掲げる事務が、関係法令、条例及び協定書等に基づき適正に執行 

されているかどうかについて実施した。実施にあたっては、岩見沢市監査基準に基づき、前 

記４の着眼点を基本として、所管部局に対しては、あらかじめ提出を求めた監査資料及び関 

係書類により指定管理者の選定・指定に関する事務、令和６年度における公の施設の管理運 

営に関する事務等を監査した。指定管理者に対しては、提出を求めた施設の帳簿書類等の書 

面監査を実施するとともに、施設の管理状況について実査を行い、さらに各々の関係職員か 

ら説明を受けた。 

監査の結果、前記の事務は、いずれも関係法令等及び管理業務に関する協定書に基づき適 

正に処理され、また、公の施設は適正に管理されているものと認められた。 

なお、事務処理上の定例軽易な留意事項については、直接担当職員より説明を受けながら 

指導したので省略する。 

 

７ 管理状況 

（1） 幌達布地区自治会館 

ア 設置条例  岩見沢市地区集会所条例 

イ 選定方法  非公募 

ウ 指定期間  令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで（5年間） 

エ 委 託 料  720,000円（令和 6年度） 

オ 利用料金  104,600円（  〃  ） 

カ 利用状況   1,956人（  〃  ） 

 

（2） 岐阜地区集会所 

ア 設置条例  岩見沢市地区集会所条例 

イ 選定方法  非公募 

ウ 指定期間  令和 6年 4月 1日から令和 11年 3月 31日まで（5年間） 

エ 委 託 料  350,000円（令和 6年度） 

オ 利用料金   18,250円（  〃  ） 

カ 利用状況     345人（  〃  ） 

 

（3） 公設道央地方卸売市場 

ア 設置条例  岩見沢市公設卸売市場条例 

イ 選定方法  非公募 

ウ 指定期間  令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで（5年間） 

エ 委 託 料  30,000,000円（令和 6年度） 

オ 利用料金       0円（  〃  ） 

カ 利用状況       0人（  〃  ） 

 

 

2 


